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トピックストピックス

総務委員会・交付金小委員会

正副会長会議

　５月２0 日（火）、令和７年度第１回正副会長会議を開
催しました。
　令和６年度事業報告 ( 案 ) 及び収支決算報告 ( 案 ) の承
認等について話し合い、総務委員会に諮ることとなりました。

　５月２７日（火）、令和７年度第１回総務委員会（第１回交付金小委員会）を開催し、
茨城県トラック協会、陸災防茨城県支部、茨城県運輸政策研究会の令和６年度事業報告（案）
及び収支決算報告（案）、役員及び各種委員の推薦（案）、会員の新規加入・退会等につい
て審議・承認され、６月１０日（火）の理事会に上程することとなりました。

　【審議事項】
　《茨城県トラック協会》
　　（１）令和６年度事業報告 ( 案 ) 及び収支決算報告 ( 案 ) の承認について
　　（２）公益目的支出計画実施報告書の承認について
　　（３）役員及び各種委員の推薦 ( 案 ) について
　　（４）令和７年度定時総会招集 ( 案 ) について
　　（５）会員の新規加入・退会の承認について
　　（６）各種助成要綱の変更等の承認について
　　（７）「近代化基金運営要綱」及び「総合会館等基金運営要綱」の一部改定について
　　（８）地方近代化基金融資公募の承認について
　　（９）「持続可能なトラック物流構築に向けた研究会」アンケート回収のご協力について
　　（10）施設売却検討委員会報告について
　　（11）今後の主な予定について
　　（12）その他
　《陸災防茨城県支部》
　　（１）令和６年度事業報告 ( 案 ) 及び収支決算報告 ( 案 ) の承認について
　　（２）役員の推薦 ( 案 ) について
　　（３）令和７年度定時総会招集 ( 案 ) について
　　（４）会員の新規加入・退会の承認について
　　（５）その他
　《茨城県運輸政策研究会》
　　（１）令和６年度事業報告 ( 案 ) 及び収支決算報告 ( 案 )
　　　　 の承認について
　　（２）役員の推薦 ( 案 ) について
　　（３）令和７年度定時総会招集 ( 案 ) について
　　（４）会員の新規加入・退会の承認について
　　（５）その他　　
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トピックストピックス

「持続可能な物流構築に向け今、荷主は何をすべきか」セミナー

　５月２０日（火）、茨城県トラック総合会館において、「持続可能な物流構築に向け今、
荷主は何をすべきか」と題するセミナーを開催しました。
　荷主企業向けに開催するセミナーは３回目となりますが、今回も茨城県に共催していた
だくとともに１４の機関に後援していただき、おかげさまで３７８名（来場１４２名・オ
ンライン２３６名）と多くの方々に参加していただきました。
　冒頭、共催の茨城県を代表して大竹真貴産業戦略部長にご挨拶をいただき、第１部では
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部の亀井明紀企業取引課長より、５月１６日に国
会で成立したばかりの「下請法改正法案の概要」について、第２部では国土交通省関東運
輸局の矢吹尚子自動車交通部長より、「トラック・物流Ｇメンの取組」について、そして
第３部では船井総研ロジ株式会社の田代三紀子執行役員コンサルティング本部副本部長よ
り、「『２０２４年問題で終わりではない！』今、荷主企業が取り組むべき時流適応策」に
ついて、それぞれご講演をいただきました。
　結びに、小倉邦義会長よりセミナーの趣旨をあらためてお伝えした上で、荷主企業の皆
様に持続可能な物流構築に向けてご理解・ご協力をお願いし、セミナーを締めくくりまし
た。セミナー開催にご協力いただきました関係各位に厚く御礼を申し上げます。

大竹茨城県産業戦略部長

田代船井総研ロジ執行役員
コンサルティング本部副本部長

小倉会長 会場風景

矢吹国土交通省関東運輸局
自動車交通部長

亀井公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部企業取引課長
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トピックストピックス

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律と貨物自動車運送事業
の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律の成立について

　６月４日（水）、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向
上等を目的とした「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」と、それを担保するた
めの新法として「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」
が、参議院本会議で賛成多数により可決・成立しました。
　成立した法律の概要は、①トラック運送事業の許可について５年ごとの更新制の導入、
②国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・料金の制限、③再委託の回数を２回
以内に制限するよう努力義務化、④違法な「白トラ」の利用を禁止し（罰則付）、荷主等
に対しては是正指導も実施する、というもので、これを担保するための新法の施行後３年
以内を目途に、必要な法制上の措置等を講じることになっており、今後の検討に注目が必
要です。

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ドライバーの担い手不足により、何もしなければ 年年ににはは輸輸送送能能力力がが ％％不不足足
○物物流流はは国国民民生生活活及及びび経経済済活活動動のの基基盤盤であり、エッセンシャルワーカーであるトトララッッククドドラライイババーーのの

経経済済的的社社会会的的地地位位のの向向上上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を
図るため、トトララッッククドドラライイババーーのの適適切切なな賃賃金金のの確確保保とトトララッックク運運送送業業界界のの質質のの向向上上等を目的として、
貨物自動車運送事業法を改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①①許許可可のの更更新新事事務務及び②②事事業業適適正正化化支支援援等等をを適適
切切・・効効率率的的にに実実施施できるよう独独立立行行政政法法人人にに行行わわ
せせるる等等必必要要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、
⑴⑴①①ににつついいてて更更新新手手数数料料等等によるほか、⑴⑴②②ににつつ
いいてて広広くく社社会会でで支支ええるる観観点点かからら財財源源措措置置をを検検討討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本本法法律律のの施施行行後後３３年年以以内内をを目目途途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物物流流政政策策推推進進会会議議をを設設置置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に
該当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ 年年ににはは輸輸送送能能力力がが ％％不不足足
○ 物物流流はは国国民民生生活活及及びび経経済済活活動動のの基基盤盤であり、エッセンシャルワーカーであるトトララッッククドドラライイババーーのの経経済済的的社社

会会的的地地位位のの向向上上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トトララッッ
ククドドラライイババーーのの適適切切なな賃賃金金のの確確保保とトトララッックク運運送送業業界界のの質質のの向向上上等を目的として、貨物自動車運送事業法を
改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５５年年ごごととのの
更更新新制制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、
他の事業者に運送を委託するときは、国土交通大
臣が定める「「適適正正原原価価」」をを継継続続ししてて下下回回ららなないいここ
ととをを確確保保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、
元請として運送を引き受ける場合、再再委委託託のの回回数数
をを二二回回以以内内にに制制限限すするるよようう努努力力義義務務化化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック
（いわゆる「白白トトララ」）のの利利用用をを禁禁止止（（罰罰則則付付））
荷荷主主等等にに対対ししててはは是是正正指指導導もも実実施施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①①許許可可のの更更新新事事務務及び②②事事業業適適正正化化支支援援等等をを適適
切切・・効効率率的的にに実実施施できるよう独独立立行行政政法法人人にに行行わわ
せせるる等等必必要要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、
⑴⑴①①ににつついいてて更更新新手手数数料料等等によるほか、⑴⑴②②ににつつ
いいてて広広くく社社会会でで支支ええるる観観点点かからら財財源源措措置置をを検検討討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本本法法律律のの施施行行後後３３年年以以内内をを目目途途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物物流流政政策策推推進進会会議議をを設設置置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための
体制の整備等の推進に関する法律

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に
該当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止
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トピックス部会だより

　５月１３日（火）、茨城県トラック協会総合会館にお
いて、令和７年度重量部会委員会を開催しました。
　下記議題について審議し承認され、通常総会に上程す
ることとなりました。
　なお、通常総会については、栃木県トラック協会との合同研修会と同時開催になり、
水戸市内のホテルにて７月２８日（月）に開催することと致しました。

　【議題】
　　（1）令和６年度事業報告 ( 案 ) 及び収支決算 ( 案 ) について
　　（2）令和 7 年度事業計画 ( 案 ) 及び収支予算 ( 案 ) について
　　（3）任期満了に伴う役員改選 ( 案 ) について
　　（4）令和７年度通常総会の開催日程等 ( 案 ) について

　青年部会では、小学校及び中学校にて交通事故防止教室を開催しました。
　青年部会員が講師となり、トラックを使用した内輪差による左折巻き込み事故の実
演、飛び出し事故実験、自転車の危険運転の実演、トラック乗車体験による運転席か
らの見え方や死角等の授業を行いました。
　生徒は、トラックは視野が広くて周りがよく見えるわけではなく、運転席からはか
なり見えない所がある事に驚き 、「 これからは注意して道路を通行するように心がけ
ます」などと話していました。

【重量部会】（佐々木幸一部会長）

【青年部会　交通事故防止教室】（五来一部会長）

　＜県南支部＞
　５月２０日（火）、龍ケ崎中学校
において１年生１０７名を対象に実
施しました。
　今回は、龍ケ崎警察署、龍ケ崎市
役所と合同で実施しました。その際
に、自転車の点検・運転する際の注
意点等もあわせて説明しました。

　＜石岡支部＞
　5 月２７日（火）、友部特別支援
学校において３～６年生４７名を対
象に実施しました。
　当日は、「横断歩道の安全な渡り
方」も実施し、交通安全について認
識してもらいました。
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委員会・部会だより

行政等だより支部だより

　 　　　　　　　　　　　　　　　ネット　 グロス
【個人戦】　優　勝　 石川美佐男　  ６９. ６　 １０８
　　　　　準優勝　 小倉　由博　　６９. ８　 　８９
　　　　　三　位　 五来　一　　　７１. ２　 　８８
　　　　ベスグロ 　長谷川克己　　　　　　　　７９

　５月１５日 ( 木 )、茨城県トラック総合会館研修室に
おいて、令和７年度第１回役員会を開催しました。
　下記議題について審議し承認され、通常総会に上程す
ることとなりました。
　なお、通常総会については、６月１３日（金）に茨城
県トラック総合会館において開催する予定です。

　【議題】
　　（１）令和６年度事業報告書、収支決算書 ( 案 ) について
　　（２）令和７年度事業計画書、収支予算書 ( 案 ) について
　　（３）役員改選について
　　（４）その他

　５月３１日（土）、雨天の中、水戸線支部懇親ゴルフを下館ゴルフ俱楽部（筑西市）
で開催し、１９名が参加しました。
　支部内の懇親を目的に、和気あいあいと実施いたしました。
　なお、成績は以下のとおりでした。（敬称略）

【女性部会】（木澤香代子部会長）

【水戸線支部　懇親ゴルフ】（小倉重則支部長）

部会だより
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委員会・部会だより協会だより

公益社団法人 全日本トラック協会長による優秀運転者顕章候補者推薦について

 
公公益益社社団団法法人人 全全日日本本トトララッックク協協会会長長   
にによよるる優優秀秀運運転転者者顕顕章章候候補補者者推推薦薦ににつついいてて 

 
標記の件につきましては下記により実施されますので、基準に該当する方

がおりましたら、別紙により茨ト協総務部まで推薦をお願い致します。 
 

記 
 
１． 現在運転者であって、運転者としての期間を通算して次の各号に定める期間

無事故であり、かつ無違反であった者。 
(1)  金十字章 満２０年（ただし、そのうちトラック運送事業の運転者と 
  して１５年以上とする。） 
(2)  銀十字章 満１０年（ただし、そのうちトラック運送事業の運転者と 
  して７年以上とする。） 

 
２． 前項の無事故であり、かつ無違反であった者とは、次の各号に定める者以外

の者とする。 
ただし、自己の責に帰すべき理由によらない事故は無事故とする。 

(1)  人身に係る事故を起こした者 
(2) 物損事故で損害額１万円を越える事故を起こした者 
(3) 事故または違反により罰金以上の刑に処せられた者 

 
３． 現に章を受けている者は再び同種の章を受けることはできません。 
 
４． 提出期限 

令和７年８月１日（金）までに期間厳守でお願いいたします。 
 

※ 自動車安全運転センターの証明書は必要ありません。 
 

５． 問合せ先 （一社）茨城県トラック協会 総務部 まで 
電話：０２９－３０３－６３６３ 
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協会だより行政等だより協会だより
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適適齢齢ドドラライイババーー研研修修会会のの開開催催ににつついいてて

ドライバー不足が深刻化している状況下、若年ドライバーや女性ドライバーの採用・育成

はもちろん、適齢（概ね６０歳以上）ドライバーのさらなる雇用も今まで以上に考えていかな

ければなりません。

適齢になってもドライバーとして働き続けていってもらうためには、加齢に伴う身体機能

の変化、必要な健康管理のポイント、働く意欲やモチベーションの維持・向上に対する認識が

必要になってきます。

こうした状況を踏まえ、茨城県トラック協会では適齢ドライバー向けの標記研修会を下記

の日程により開催いたします。参加ご希望の方は、申込書をご記入の上、開催日の１０日前ま

でにＦＡＸまたは、セミナー予約システム『 』にてお申込

み下さい。

記

１．開催日時

開催日 実施時間

第１回 令和７年７月１８日 金 １０時～１６時まで 受付９時 分～

２．場 所 茨城県トラック総合会館 研修室

３．内 容 ①加齢による身体の変化 ②事故事例から考える

③管理者から見た加齢による影響 ほか

４．受講者枠 １００名（先着順）

５ 対 象 適齢ドライバー、管理者又は代表者 ほか

６．問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 飯島・中村

電話：０２９－３０３－６３６３

適適齢齢ドドラライイババーー研研修修会会参参加加申申込込書書

令和７年 月 日

茨城県トラック協会 あて ＦＡＸ：０２９－２４３－５９３６

実施日 会社名・住所・連絡先 参加者名

７

月

１８

日

（ 金 ）

会社名

住所

連絡先
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安安全全運運転転中中央央研研修修所所にによよるる研研修修案案内内（（茨茨トト協協））  
  
  

トラックドライバー向けの安全運転習得を目的とした研修を、下記により実施

致しますので、受講希望者は別紙申込書に必要事項をご記入の上、支部に申込み

をして下さい。 
なお、この研修は安全性評価事業（Ｇマーク）の加点対象になります。 
 

記 
 

１．研修場所 ひたちなか市新光町 605-16 
安全運転中央研修所 

 
２．研修日程【貨物自動車運転者課程・2ｔ車】 

第１回 令和７年 ５月１０日 土 ～１１日 日 支部締切 終了

第２回 令和７年 ８月２３日 土 ～２４日 日 支部締切 ７月２３日 水

第３回 令和８年 ２月１４日 土 ～１５日 日 支部締切 １月１４日 水

※申込状況を 上で公開いたしておりますので申込みご検討の際はご確認

ください。

 
３．受講資格 

①準中型免許(５t 限定準中型免許及びＡＴ限定は不可)以上を有する者及び 
最大積載量 2ｔ以上の運転免許を有する者とする。 

②事故惹起者、違反が多い者を優先とする。 
 
４．助成額 

受講料および宿泊費 47,600 円は茨ト協の全額補助とする。 
但し、食事代は自己負担とする。 

 
５．注意事項 

・使用する車両は準中型トラックになります。 
・研修初日は１０時３０分より研修開始となりますので、１０時までに受付を 

済ませてください。 
 

●問合せ先 茨城県トラック協会 業務部 横須賀・猪瀬

電話：

安全運転中央研修所による研修案内（茨ト協）
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別紙

　　年　　月　　日

茨城県トラック協会

 　　　　　　　　　 支部長　殿　　

（　　　　） 　　第２回　　令和７年　　８月２３日（土）～２４日（日）

（　　　　） 　　第３回　　令和８年　　２月１４日（土）～１５日（日）

㊞　　　　

TEL

FAX

昭 和
平 成

　　　年　　月　　日　生　　男・女　　　　　歳

（注意）　記入漏れのないようにお願い致します。 ※準中型5ｔ限定は不可

生年月日・性別・年齢

所持免許(〇で記入) 大　型　・　中型　・　中型８ｔ限定　・　準中型　

事 業 所 住 所 〒

電　話　番　号

F A X 番 号

フ リ ガ ナ

受 講 者 氏 名

申込担当者名

安全運転中央研修所研修申込書

 （希 望 回 に ○ を し て 下 さ い）

事　業　所　名

代　表　者　名
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支部だより

～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を令和５年１月

15日より開設しました。～

茨城県トラック協会会員限定

デジタル化相談窓口開設

令和

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）

～この度、茨城県トラック協会では、関彰商事株式会社様において会員限定の専用相談窓口を令和５年１月

15日より開設しました。～

茨城県トラック協会会員限定

デジタル化相談窓口開設

令和

こんなお悩みございませんか。

◆ 事務所にインターネットを繋ぎたい！

◆ メールアドレスを作りたい！

◆ パソコンが欲しい！

◆ 業務効率化のためのシステムを導入したい！

◆ システムをクラウド化していきたい！

◆ 事務所のセキュリティを強化したい！

でも、どこに相談していいかわからない、、、、

お気軽にご相談ください！！
～相談料は無料です。～

ご連絡先
関彰商事株式会社
関彰サポートセンター（フリーダイヤル）

TEL：0120-258-569

※注意事項

⚫ お電話いただく際は、会社名と茨城県トラック協会の会員であ

る旨をお伝えください。

⚫ 内容によっては後日ご訪問させていただく場合がございます。

⚫ PC障害等の対応は出来かねます。

⚫ 受付時間：平日 9:00～17:00（土・日・祝日・祭日は除く）

行政等だより協会だより
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支部だより適正化だより行政等だより                                 別 添 

国自安第 1 4 号 

令和７年４月 23 日 

 

貨物軽自動車運送事業適正化協議会 出席者    

公益社団法人全日本トラック協会会長      殿（単名各通） 

一般社団法人全国霊柩自動車協会会長 

 

国土交通省 物流・自動車局          

安全政策課長 

（公印省略） 

 

トラックの法令遵守の徹底について 

 

 

 ４月 23 日に日本郵便株式会社より、社内調査の結果、貨物自動車運送事業輸送安

全規則第 7条（点呼等）の規定に違反し、アルコール検査や点呼を適正に実施してい

ないことが、全国約 3,200 営業所の 75％に当たる約 2,400 の営業所において確認さ

れた旨、国土交通省に報告があった。 

輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であるが、安全確保の要である

点呼を多くの営業所において適正に実施していなかったことは、事業者に法令遵守の

意識が欠如していたものと言わざるを得ず、輸送の安全確保を揺るがしかねないもの

である。 

ついては、トラックの安全確保の徹底を図るため、貴会傘下会員に対し、点呼の実

施等の法令遵守の徹底が図られるよう、下記事項について、改めて、周知徹底を図ら

れたい。 

 

 

記 

 

 

１．事業者は、輸送の安全確保を再確認し、安全確保の原点に立った適正な運行管理 

を実施すること。特に次に掲げる事項について、改めて徹底すること。 

（１）運行管理者もしくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者（以下、運行管理者等 

という。）は、アルコール検査の実施等、法令に定められた点呼を確実に実施する 

  こと。 

（２）事業者は、輸送の安全確保が自動車運送事業者の最大の使命であることを再認 

識し、貨物自動車運送事業法関係法令に定められた規定を確実に遵守するよう、 

運行管理者等を指導監督すること。 



─13─

支部だより適正化だより行政等だより



─14─

支部だより適正化だより行政等だより



─15─

行政等だより適正化だより行政等だより



─16─

行政等だより適正化だより行政等だより

STOP・熱中症！
熱中症対策が義務化されます

陸運業では、熱中症による死亡災害が急増しています（ 令和５年１人、令和６年６人 ）

休業４日以上の死傷災害も近年増加
の一途を辿っており、陸運業にとっ
て熱中症対策は喫緊の課題です。

令和７年６月１日施行の改正労働安全衛生規則により、熱中症対策が義務化されます。
熱中症について正しい知識を身につけ、適切に対処しましょう。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

熱中症対策の義務化により、以下の取組が必要となります。

61

129
146

186

0

50

100

150

200

R3 R4 R5 R6（速報）

運送業における熱中症の推移（人）

なお、熱中症はドライ
バーだけでなく、構内
作業者によるものも増
加しており、注意が必
要です。

発生月 業種 年代 気温℃ 事案の業務・作業概要
7 陸上貨物取扱業 30歳代 33.2 倉庫作業員。倉庫内で、電線ドラムのピッキング作業中。
7 一般貨物運送事業 50歳代 36.0 長距離の貨物輸送ドライバー。トラックへ建設資材の積み込み作業中。
7 一般貨物運送事業 60歳代 35.7 ダンボールの配送業務ドライバー。フォークリフトの横に仰向けに倒れていた。
8 陸上貨物取扱業 40歳代 39.3 倉庫作業員。倉庫内で自動車部品の容器への詰め替え作業中。
8 特定貨物自動車運送業 60歳代 32.6 ガスボンベの輸送業務ドライバー。ガスボンベをプラットホームに下ろし作業中。
9 一般貨物運送事業 40歳代 29.6 ドライバー。天井クレーンを用い、トラックの荷台上でパイプ束の玉掛け作業中。
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熱中症のおそれのある者に対する処置の例（フロー）

2025.05

熱中症 正しい知識と 正しい対処 即時の判断 命を守る
令和７年度安全衛生標語 健康部門優秀作品

WBGT（暑さ指数）28度以上
又は気温31度以上の環境下

連続1時間以上又は1日4時間を
超えて実施が見込まれる作業＋

※WBGT値はWBGT指数計又は環境省HPで確認

【対象となる作業】
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情報提供

本年４月より『大阪・関西万博』が開催されております。
横浜税関では、大阪・関西万博を標的としたテロ行為等を未然に防止し、大阪・
関西万博の円滑な実施のため、輸入貨物や入国者への検査を強化いたします。

普段と異なり、「おかしいな」「あやしいな」と感じた事案がありましたら、
鹿島税関支署日立出張所 又は 下記密輸ダイヤル等までご連絡頂けますようご理解
とご協力をお願いいたします。

～～ 以以下下ののよよううなな事事案案ががあありりままししたたらら情情報報提提供供ををおお願願いいいいたたししまますす ～～
（（港港湾湾やや海海上上ににてて））

・沖合に向かって信号を送っている船を見かけた
・荷物が入っているような漂流物を発見した など

（（港港湾湾やや倉倉庫庫ににてて））
・同一貨物なのにマークや重量等が異なる貨物を発見した
・不自然な補修跡があるコンテナを発見した など

（（街街中中ににてて））
・あまり親しくない知人から、
『外国から荷物が届くので、
名前と住所を貸して欲しい』と頼まれた など

横横浜浜税税関関 鹿鹿島島税税関関支支署署 日日立立出出張張所所 ☏ 

密密輸輸ダダイイヤヤルル ☏☏ 00112200--446611--996611

横浜税関 鹿島税関支署 日立出張所

どんな些細な事でも結構ですので、
下記ダイヤルや密輸に関する情報提供（ ）
まで、ご連絡お願いいたします。

密密輸輸にに関関すするる
摘摘発発状状況況

横横浜浜税税関関
情情報報提提供供

©
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令和 6年 10月 8日 

日頃よりナスバの運行管理者等指導講習をご利用いただきありがとうございます。 
ナスバでは、令和 6年 12月からこれまでの対面方式、動画視聴方式に加え、新たに e

ラーニング方式の講習（e ナスバ）を開講することといたしました。ｅナスバでは、各講習の
修了証明について、従来の運行管理者等指導講習手帳（以下、手帳）への押印（交
付）に代えて、受講者毎のマイページから、修了証明書をダウンロードしていただく形式とな
ります。 
これにより、ナスバの各講習の修了者には、対面（動画視聴）講習では「手帳の交付・

証明」、e ナスバでは「修了証明書の交付」と受講の方式により修了証明の方法が異なるこ
ととなります。 
ナスバでは、今後、受講方式の異なる講習を受講されても、受講履歴を保管・管理しや

すいように、令和 7 年 4 月 1 日以降のナスバが実施する対面（動画視聴）講習の修
了者に対しても、e ナスバと同様に「修了証明書」を交付することといたしました。これにあわ
せて、手帳の再交付についても「受講履歴証明書」に変更いたします。 
 
■修了証明方法の変更（令和 7年 4月 1日以降に開催するナスバの対面 
（動画視聴）講習） 
 ナスバの講習（一般講習、基礎講習、特別講習）の修了者に「修了証明書」を交付
します。 
 また、手帳再交付の申請は「受講履歴証明」※１の申請に変わります。 
※１:受講履歴証明の申請は交付手数料（500円）がかかります。 
【ご注意願います】 
・手帳に係るお手続き（再交付等）は、令和 7年３月３１日までとなります。 
・手帳に記載されているナスバの講習の修了証明は、講習受講の履歴になります 
ので、大切に保管ください。 
・ナスバ以外の認定機関の手帳等については、各認定機関にお問い合わせください。 

 
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 
 
                     独立行政法人 自動車事故対策機構 

安全指導部 大町、松澤 

電 話  ０３－５６０８－７６４１

令和 6年 10月 8日 

日頃よりナスバの運行管理者等指導講習をご利用いただきありがとうございます。 
ナスバでは、令和 6年 12月からこれまでの対面方式、動画視聴方式に加え、新たに e

ラーニング方式の講習（e ナスバ）を開講することといたしました。ｅナスバでは、各講習の
修了証明について、従来の運行管理者等指導講習手帳（以下、手帳）への押印（交
付）に代えて、受講者毎のマイページから、修了証明書をダウンロードしていただく形式とな
ります。 
これにより、ナスバの各講習の修了者には、対面（動画視聴）講習では「手帳の交付・

証明」、e ナスバでは「修了証明書の交付」と受講の方式により修了証明の方法が異なるこ
ととなります。 
ナスバでは、今後、受講方式の異なる講習を受講されても、受講履歴を保管・管理しや

すいように、令和 7 年 4 月 1 日以降のナスバが実施する対面（動画視聴）講習の修
了者に対しても、e ナスバと同様に「修了証明書」を交付することといたしました。これにあわ
せて、手帳の再交付についても「受講履歴証明書」に変更いたします。 
 
■修了証明方法の変更（令和 7年 4月 1日以降に開催するナスバの対面 
（動画視聴）講習） 
 ナスバの講習（一般講習、基礎講習、特別講習）の修了者に「修了証明書」を交付
します。 
 また、手帳再交付の申請は「受講履歴証明」※１の申請に変わります。 
※１:受講履歴証明の申請は交付手数料（500円）がかかります。 
【ご注意願います】 
・手帳に係るお手続き（再交付等）は、令和 7年３月３１日までとなります。 
・手帳に記載されているナスバの講習の修了証明は、講習受講の履歴になります 
ので、大切に保管ください。 
・ナスバ以外の認定機関の手帳等については、各認定機関にお問い合わせください。 

 
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 
 
                     独立行政法人 自動車事故対策機構 

安全指導部 大町、松澤 

電 話  ０３－５６０８－７６４１
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Q&A 
Q 手帳を廃止する理由等 

A ナスバの e ラーニング講習（ｅナスバ）では、システムから直接、手帳に証明することができないため、

電子媒体の「修了証明書」を電子交付します。 

対面（動画視聴講習を含む。）講習と、証明方法が異なることにより、取扱いが複雑になるのを防ぐた

め、ｅナスバと対面の両方で対応できる「修了証明書」に統一することにしました。 

Ｑ 令和 7年 4月に、ナスバの一般講習を修了しました。手帳に証明されますか。 

Ａ 令和 7年 4 月以降のナスバの講習（一般講習、基礎講習、特別講習）の修了者には、修了証

明書が交付され、手帳への証明は行いません。 

Ｑ 手帳を紛失しました。 再交付できますか。 

Ａ 手帳の再交付のお手続きは、令和 7年３月３１日までとなります。 

   ※令和７年４月１日以降は、「受講履歴証明書」になります。 

Q 令和 7年 4月 1日以降、手帳に記載されているナスバの修了証明はどうなりますか。 

A 手帳の記載されている修了証明は履歴になりますので、大切に保管ください。 

Q ｅナスバで受講しました。修了証明書を手帳に転記できますか。 

Ａ 手帳へ転記するサービスは行っておりません。大切に保管ください。 

Ｑ 令和 7年 4月 1日以降、他の認定機関の手帳に証明できますか。 

Ａ 令和 7年４月１日以降は、修了証明書の交付になります。 手帳には証明いたしません。 

Q 修了証明書、受講履歴証明書はどのようなものですか。 

A 修了証明書及び受講履歴証明書は以下の通りです。   

修了証明書                 受講履歴証明書 

    

Q&A 
Q 手帳を廃止する理由等 

A ナスバの e ラーニング講習（ｅナスバ）では、システムから直接、手帳に証明することができないため、

電子媒体の「修了証明書」を電子交付します。 

対面（動画視聴講習を含む。）講習と、証明方法が異なることにより、取扱いが複雑になるのを防ぐた

め、ｅナスバと対面の両方で対応できる「修了証明書」に統一することにしました。 

Ｑ 令和 7年 4月に、ナスバの一般講習を修了しました。手帳に証明されますか。 

Ａ 令和 7年 4 月以降のナスバの講習（一般講習、基礎講習、特別講習）の修了者には、修了証

明書が交付され、手帳への証明は行いません。 

Ｑ 手帳を紛失しました。 再交付できますか。 

Ａ 手帳の再交付のお手続きは、令和 7年３月３１日までとなります。 

   ※令和７年４月１日以降は、「受講履歴証明書」になります。 

Q 令和 7年 4月 1日以降、手帳に記載されているナスバの修了証明はどうなりますか。 

A 手帳の記載されている修了証明は履歴になりますので、大切に保管ください。 

Q ｅナスバで受講しました。修了証明書を手帳に転記できますか。 

Ａ 手帳へ転記するサービスは行っておりません。大切に保管ください。 

Ｑ 令和 7年 4月 1日以降、他の認定機関の手帳に証明できますか。 

Ａ 令和 7年４月１日以降は、修了証明書の交付になります。 手帳には証明いたしません。 

Q 修了証明書、受講履歴証明書はどのようなものですか。 

A 修了証明書及び受講履歴証明書は以下の通りです。   

修了証明書                 受講履歴証明書 
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●予約方法（お申込み方法）

●受講対象

　　◎講習開催日程

方式 会場 方式 会場 方式 会場
21日 (水) 対面 ② 6日 (水) 動画 ● 1月 17日 (土) 動画 ●
22日 (木) 対面 ② １６日 (土) 動画 ● 7日 (土) 動画 ●

7日 (土) 動画 ● ２7日 (水) 対面 ① 13日 (金) 動画 ●
11日 (水) 対面 ① ２９日 (金) 動画 ● 3月 11日 (水) 動画 ●
12日 (木) 対面 ④ ３日 (水) 対面 ①
13日 (金) 対面 ④ 6日 (土) 動画 ●
20日 (金) 対面 ① 4日 (土) 動画 ●
24日 (火) 対面 ③ 14日 (火) 対面 ①

7月 3日 (木) 動画 ● 17日 (金) 動画 ●
5日 (土) 動画 ● 11月 15日 (土) 動画 ●
8日 (火) 対面 ⑤ 12月 6日 (土) 動画 ●

19日 (土) 動画 ●

開催会場詳細

栃木県宇都宮市大通り2-1-5 明治安田生命宇都宮大通りビル２階

無料駐車場：無（近隣の有料駐車場をご利用ください。提携駐車場はありません。）
※近隣の群馬銀行駐車場は、銀行利用者優先です。

栃木県大田原市中央1-3-15 栃木県佐野市浅沼町796

無料駐車場：有 無料駐車場：有

　　●栃木支所

小山市中央町3-7-1 ロブレ6階 宇都宮市駒生1-1-6

無料駐車場：無（近隣の有料駐車場をご利用ください。） 無料駐車：有

　　④矢板市生涯学習館 　　⑤佐野市勤労者会館

宇都宮市八千代1-5-12

無料駐車場：有（40台程度）入庫後出庫不可
利用時は誘導員の案内に従い駐車してください。

　　②　小山市立生涯学習センター

　(1) 運行管理者に選任されている方のうち、２０２４年度に受講していない方。
　(2) ２０２５年度に新たに運行管理者に選任された方。
　(3) 運輸支局長から２０２５年度受講の指示のあった営業所“全て”の運行管理者の方。
　(4) その他受講を希望される方。

令和７年度 運 行 管 理 者 等  一 般 講 習（ 貨物 ）
一部改定の ご 案 内

　平素は自動車事故対策機構の業務運営にご協力を賜り誠にありがとうございます。令和7年度の運行
管理者等 一般講習（貨物）は以下の内容にて行います。一部日程に変更がありましたのでご案内させて
いただきます。受講ご希望の方は案内を御一読のうえお申込み頂きますようお願い致します。

講習のご予約はインターネットにて受け付けております。

パソコン・スマートフォンより当機構ホームページ、又は右のQRコード※よりご予約下さい。
予約完了後『予約確認書』を印刷してください。
◎ネット環境が無い場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

NEW！！　自宅や職場での受講を希望の方
【eナスバ】eラーニング方式による運行管理者等指導講習
自宅や職場など、インターネット接続があればどこでも受講可能です。
◎予約開始時期、支払方法等は従来の講習会場とは異なります。

４月及び５月の開催はございません。詳しくは右のQRコード※よりご確認の上ご予約ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　　③栃木県教育会館

※諸般の事情により８月２５日(月)から８月２７日(水)に変更となりました

〔　令　和　7　年　〕 〔　令　和　８　年　〕
開 催 年 月 日 開 催 年 月 日 開 催 年 月 日

6月

8月

9月

10月

2月
5月

　　①　(一社）栃木県トラック協会

◎動画講習について
動画：講習カリキュラムに沿って作成された
映像を視聴するスタイルの講習会です。

◎トラック協会での開催分は開催３か月前からの予約開始とな
ります。なお、日程が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください

一部改定
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●受講料

●講習時間

●受講に関する注意事項

●新型コロナウイルス感染防止対策について

　

独立行政法人 自動車事故対策機構 （ナスバ）栃木支所

〒320-0811　栃木県宇都宮市大通り2-1-5 明治安田生命宇都宮大通りビル２階

①発熱等の症状や体調不良がある場合は受講を控えて頂きますようお願いいたします。

②マスクの着用は個人の判断とさせて頂きます。

※感染防止対策の内容は変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

　【１名】　３，２００円（消費税・テキスト代を含む）
　　受付時に現金にてお支払い頂きます。
　　※現金以外の支払い方法には対応しておりません。あらかじめご了承ください。
　　　一度納付された受講料については未修了等を理由に返金は致しかねます。

　　※（一社）栃木県トラック協会・（一社）茨城県トラック協会・（一社）群馬県トラック協会
　　　（一社）埼玉県トラック協会に加入されている事業者様は受講料の助成があります。
　　　詳細につきましてはご加入の各協会へお問い合わせください。
　　　なお、助成については利用状況により年度途中で終了となる場合があります。
　　　あらかじめご了承ください。

栃木支所（動画視聴方式） 左記以外の①～⑤の会場

受付開始時間　　９：１０～
講習開始時間　　９：３０～
講習終了時間　１５：４０

受付開始時間　　９：２０～
講習開始時間　　９：５０～
講習終了時間　１６：００

　①各回とも、会場定員に達した時点で受付を締め切らせて頂きます。受講をご希望の方は
　　お早めにご予約くださいますよう、お願い致します。

　②ご予約人数が最低開催人数に達しなかった場合、講習の開催を中止することがあります。
　　中止の際はご予約者様、又はご予約担当者様あてに中止及び日程変更のご案内をさせて頂きます。
　　あらかじめご了承ください。

　③予約完了後にご都合が悪くなった場合は、必ず予約のキャンセル又は予約日の変更をお願い致します。
　　※インターネットからご予約頂いた場合は、同じくインターネットからキャンセル又は予約の変更を
　　　お願い致します。

　④講習はすべての講義を受講して頂いて修了となります。

　⑤講師や他の受講者にご迷惑となる様な行為（遅刻、離席、居眠り、携帯電話等の使用、講義
　　内容の録音及び撮影等）講習の進行を妨げるような行為をされて適正な講習が開催できないと
　　判断した場合、未修了とする場合があります。ご理解のうえお申し込みをお願い致します。

　⑥修了証明の方法は「手帳」から「修了証明書」に変わりました。

   ⑦受講当日は本人確認のため身分証明書（免許証/マイナンバーカード/パスポート）をお持ちください。

☎ 028-651-2701  講習担当まで
https://www.nasva.go.jp
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1 （金） ～

1 （金）

2 （土） ～

2 （土） ～

3 （日） ～

4 （月） ～

4 （月） ～

6 （水） ～

7 （木） ～

9 （土） ～

10（日） ～

16（土） ～

17（日） ～

～

20（水） ～

～

23（土） ～

～

23（土） ～

26（火） ～

～

28（木） ～

29（金） ～

30（土） ～

31（日） ～

～

出張 適性診断
茨ト協石岡支部主催

【旅客】 試験対策講座・総合 9時00分 16時00分

【貨物】

【貨物】 ３日間開催　※支部会員予約優先期間を設定しています

～３日間 会場：石岡市ふれあいの里石岡ひまわりの館

【旅客】 一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

【貨物】

【貨物】 一般講習 10時00分 16時00分

【貨物】 試験対策講座・総合 9時00分 16時00分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時00分 14時00分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

【貨物】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

～３日間 　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

【旅客】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

～３日間 　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

第５回初任運転者特別教育　１日目【栃ト協主催／会場：ﾄｰﾌﾞﾓｰﾀｰｽｸｰﾙ】 10時00分 18時00分

～２日間 　　　〃　　　　　　　　　２日目 8時00分 17時15分

【貨物】 一般講習【出張：古河市会場】 10時00分 16時00分

【貨物】
特別講習　　１日目 10時00分 17時00分

　〃　　　　２日目 10時00分～２日間 17時00分

【貨物】 一般講習 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習【出張：栃木市会場】 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

【貨物】
基礎講習　　１日目 10時00分 16時00分

～３日間 　〃　　　　２日目・３日目 9時30分 16時30分

テールゲートリフター特別教育(6時間) 10時00分 17時30分

【貨物】 試験対策講座・総合【出張：古河市会場】 9時30分 16時30分

【貨物】 一般講習【茨ト協石岡支部主催：石岡市会場】 10時00分 16時00分

【貨物】 一般講習【茨ト協水戸線支部主催：筑西市会場】 10時00分 16時00分

【旅客】

<２０２５年> 8月運行管理者等指導講習日程 2025/5/28

８

月

一般講習　<昼休憩なし> 9時30分 14時30分

栃木県鹿沼市流通センター６６ とちぎ流通センター連合会館内

TEL.0289-74-5070
hhttttpp::////aa--sseecc..jjppとちぎ安全教育センター

国土交通大臣認定業務実施機関
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    令令 和和 ７７ 年年 ６６ 月月  

      茨茨城城県県警警察察本本部部交交通通総総務務課課  

NNoo..2211  

                                     
 

令令和和７７年年５５月月末末  のの  交交通通死死亡亡事事故故のの特特徴徴【【発発生生件件数数3366件件、、死死者者3377人人】】         

○○  本本県県のの死死者者    3377人人          前前年年比比    －－２２人人      全全国国ワワーースストト第第８８位位  
◇ 人口10万人当たり           1.32人 （全全国国ワワーースストト第第９９位位） 

      ◇ 自動車１万台当たり         0.14人 （全全国国ワワーースストト第第1122位位） 
      ◇ 道路千キロメートル当たり   0.67人 （全全国国ワワーースストト第第2255位位） 

○○  全全国国のの死死者者数数    998822人人、、前前年年比比  －－２２人人（（増増減減率率  --00..22％％））  

◆◆    「「高高齢齢者者」」のの死死者者数数  2200人人  ((構構成成率率  5544..11%%))、、前前年年比比＋＋１１人人      ((全全国国ワワーースストト第第７７位位))  

◆◆    「「飲飲酒酒運運転転」」にによよるる死死亡亡事事故故はは２２件件、、前前年年比比－－１１件件  

◆◆    「「高高齢齢者者」」がが第第１１当当事事者者ととななるる死死亡亡事事故故はは1144件件、、前前年年比比＋＋２２件件  

◆◆    シシーートトベベルルトト非非着着用用のの死死者者数数はは８８人人、、前前年年比比＋＋４４人人  

◆◆    県県西西地地域域でで1144人人  ((構構成成率率  3377..88%%))  
      
【【交交通通死死亡亡事事故故のの主主なな特特徴徴】】  

 

  
((11))  市市  町町  村村  
   ※高速道路を除く 

◇ 多発市町村 ５人～ 水戸市(-2) 
        ４人～ 古河市(-1) 

((22))第第11当当事事者者のの  
年年齢齢層層（（件件)) 

◇ 70歳以上 ９件(+2), 60歳代 ７件(+2),20歳代 ６件(-2) 
◇ 高齢者 14件(+2),青少年 ４件(±0) 

((33))  

第第11当当事事者者のの
違違  反反  ((件件))  

◇ 一時不停止 ９件(+9),前方不注意 ６件(-4)  
歩行者妨害(+1),運転操作不適(±0)最高速度(-2) 各３件 

飲飲  酒酒  運運  転転
          ((件件)) 

◇ 飲酒運転による交通死亡事故 ２件(-1) 

((44))  状状  態態 
◇  四輪車 20人(+6) うち同乗 ６人(+2),歩行者 11人(-3) うち横断中 ７人(-1) 

自転車 １人(-3),二輪車 ５人(-2) 

((55))  シシーートトベベルルトト 
◇ 四輪乗車中 20人 

うちシートベルト非着用 ８人(40.0%),着用 11人(55.0%),着用不明 １人(5.0%) 
  非着用８人中､６人(75.0%)は着用していたら助かった可能性あり 

((66))  時時間間・・昼昼夜夜 
◇  時間帯別 ４～６時 ６件(+3) 

10～12時(+2),14～16時(+3),16～18時(-1) 各５件 
◇  昼間 20人(±0) 構成率 54.1%,夜間 17人(-2) 構成率 45.9% 

 
((77))  事事  故故  類類  型型  

 

◇ 人対車両 10人(-4),うち横断中 ７人(-1) 
◇  車両相互 16人(+3),うち出会い頭 12人(+10) 
◇  車両単独 11人(±0),うち工作物 ９人(+1) 
◇  列車 ０人(-1) 

((88))  死死者者のの年年齢齢層層  
◇ 70歳代 11人(+6),80歳以上 ７人(-5) 
◇ 高齢者 20人(+1) 構成率 54.1%,青少年 ３人(-1) 

特特  記記  事事  項項  

◇ 令和７年５月中の死亡事故(発生件数６件、死者数６人)の特徴 
・事故類型別では、出会い頭が３件 
・昼夜別では、昼間が４件 
・死者の年齢別では、高齢者が４件 
・第１当事者の違反別では、一時不停止、前方不注意が各２件 

※注１ ｢青少年」とは16歳以上24歳以下、「高齢者」とは65歳以上をいう。 

２ ｢飲酒運転｣とは原付以上が第1当事者となった事故で、その運転者が飲酒していた場合をいう。 
３ (   )内は前年比 

 

～～ 令令 和和 ７７ 年年 ５５ 月月 末末 のの 交交 通通 死死 亡亡 事事 故故 ～～  
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５月７日(水)・８日(木)の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、
貨物自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象と

する初任運転者講習会を開催しました。令和７年度第２回目の今回は、３２事業

所から４０名が参加しました。 
茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対

して行う指導及び監督の指針」に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間につ

いて、一般的な指導及び監督の実施マニュアル、事業用トラックドライバー研修

テキストの他、ＤＶＤ教材を用いて関係法令、飲酒運転事故事例、ＳＡＳ検査の

重要性、さらには「危険の予測及び回避」における実際のドライブレコーダー映

像を用いた教材を活用しながら講習会を実施しました。両日とも講習内容の把

握を目的とする理解度テストを実施しながら、受講者全員で講習内容の理解を

深めました。 
受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要

とする基本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く、分かり易かった。

本講習会で学んだ知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見

が聞かれ、安全運転・事故防止についての意識を高めることができました。 
 

 

　５月７日 ( 水 )・８日 ( 木 ) の２日間、茨城県トラック総合会館研修室において、貨物
自動車運送事業安全規則第１０条第２項の規定に基づく「事業用自動車の運転者として常
時選任するために新たに雇い入れた者（初任運転者）」を対象とする初任運転者講習会を
開催しました。令和７年度第２回目の今回は、３２事業所から４０名が参加しました。
　茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関の指導員４名により、「運転者に対して行う
指導及び監督の指針」に基づき、実車を用いた指導を除く１２時間について、一般的な指
導及び監督の実施マニュアル、事業用トラックドライバー研修テキストの他、ＤＶＤ教材
を用いて関係法令、飲酒運転事故事例、ＳＡＳ検査の重要性、さらには「危険の予測及び
回避」における実際のドライブレコーダー映像を用いた教材を活用しながら講習会を実施
しました。両日とも講習内容の把握を目的とする理解度テストを実施しながら、受講者全
員で講習内容の理解を深めました。
　受講者の方々は熱心に聴講され、指導講習会について「初任運転者として必要とする基
本的な知識や実例を用いた動画等による説明が多く、分かりやすかった。本講習会で学ん
だ知識を参考にしながら今後の事故防止に努めます」等の意見が聞かれ、安全運転・事故
防止についての意識を高めることができました。
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初初任任運運転転者者教教育育のの開開催催ににつついいてて

（一社）茨城県トラック協会では「初任運転者特別講習」を「貨物自動車運送事

業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する

告示」（国土交通省告示第１３６６号）に基づき初任運転者に対する座学の１５時

間以上の教育について、実車を用いて指導する項目を除く教育（１２時間）を協会

が事業者に代わって開催しますのでご案内します。  
 

記  
 
１１ 初初任任教教育育開開催催日日及及びび時時間間   

 毎月開催

 午前９時３０分から午後４時３０分まで

＊座学１２時間の教育内容を、２日間で教育を行います。

２２ 開開催催場場所所   
茨城県トラック総合会館 （防災・研修センター）  
茨城県水戸市見川町 2440－1 TEL029-303-7201（適正化事業部）  

 
３３ 初初任任運運転転者者教教育育内内容容   

座学１２時間：初任教育カリキュラム参照（別添）  
なお、実車を用いた教育（積載方法、日常点検及び車高等のトラックの構造

上の特性）については、各事業者において３時間以上実施すること  
 

４４ 教教育育対対象象者者   
初任運転者（運転手として新たに雇い入れた者で、営業用トラックの経験がな

い、あるいは経験はあるが３年以上のブランクのある方が対象になります）  
 
５５     申申込込みみ方方法法   

毎月、開催日の５日前迄を締切りとし、別紙により「初任運転者教育申込書」

を または、セミナー予約システム

にてお申込み下さい。

（担当者 適正化事業部 郡司（孝）・冨永）  
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初任運転者に対する特別な指導教育カリキュラム
教 育 内 容 時間 実施機関 備考

１. 運転の心構え トラック輸送の社会的重要性、事故の社会的影響、
交通事故統計を用いた教育、安全運行の心構え

２. 安全確保の遵守すべき基本的事項 トラック運行に係る法令、義務を果たさない場合の
影響の把握

３. 構造上の特性 トラックの特性に合わせた運転、トレーラーの特性
に合わせた運転、貨物の特性を理解した運転

４. 正しい積載方法 偏荷重の危険性、安全輸送のための積付け・固縛の
方法、荷崩れ防止のための走行中の留意事項

５. 過積載の危険性 過積載による事故要因と社会的影響、過積載による
罰則、過積載の防止

６. 危険物運搬上の留意事項 危険物の性状、危険物輸送の基本的事項、タンク
ローリー運行上の注意事項

７. 運行経路等の道路及び交通状況 適切な運行経路の選択と経路情報の把握、許可運送
における経路選択

８. 危険予測及び回避 危険予測運転の必要性、危険予測のポイント、危険
予知訓練、指差呼称及び安全呼称、緊急時における
適切な対応

９. 運転適性に応じた安全運転 適性診断の必要性、適性診断結果の活用方法

10. 運転者の生理及び心理的要因 交通事故の生理的・心理的要因、過労運転防止の
ための留意点、飲酒や薬物影響による危険運転防止
のための留意点、ヒューマンエラーを防ぐために

11. 健康管理の重要性 健康起因の事故と健康管理の必要性、健康管理の
ポイント

12. 安全性の向上を図るための援装置
を備える運転方法

運転支援装置に係る事故の事例、運転支援装置の
性能及び留意点

１. 日常点検業務 日常点検、点検簿等の記載要領

２. 特性に応じた運転方法 車高、車長、車幅に合わせた運転と死角等

３. 積載方法及び固縛方法 積付け、固縛要領

教　育　項　目

実
車
使
用

小　計　　３時間
合　計　　１５時間以上（法定義務）

小　計　１２時間

茨
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

国
土
交
通
省
発
行
　
一
般
的
な
指
導
及
び
監
督
の
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
及
び
D
V
D
等
を
使
用

事
業
者
が
実
施

３
時
間
以
上

１２
時間
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別紙  
（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会適適正正化化事事業業部部 行行きき   
FFAAXX::００２２９９－－３３００３３－－７７２２００２２   

令令和和 年年 月月 日日   

（（一一社社））茨茨城城県県トトララッックク協協会会会会員員専専用用初初任任運運転転者者教教育育申申込込書書

申申込込月月   開開催催日日   実実施施時時間間   

  令令和和７７年年７７月月１１６６日日（（水水））・・１１７７日日（（木木）） ～～ ～～

  令令和和７７年年８８月月 ６６日日（（水水））・・ ７７日日（（木木）） ～～ ～～

  令令和和７７年年９９月月 ２２日日（（火火））・・ ３３日日（（水水）） ～～ ～～

  

申申込込月月にに「「○○」」印印をを記記入入ししてて下下ささいい。。   

＊  開催場所：茨城県トラック総合会館 （防災・研修センター）  

＊  教育は２日間になります。昼食は各自準備お願いします。  

＊  受講者は、事業用トラックドライバー研修テキスト（１０冊組）を持参してください。  

＊  教育対象者は、運転手として新たに雇い入れた者で営業トラックの経験がない、あるいは

経験はあるが 3 年以上のブランクのある方が対象です。  

＊  茨城県トラック協会会員様のみ受講できます。  

 

 

会会 社社 名名    営営業業所所名名    

申申込込事事業業所所住住所所   〒      

電電話話・・FFAAXX 番番号号   TEL FAX 担担当当者者名名     

受受講講者者氏氏名名   
フリガナ  生生年年月月日日 性性別別 男男性性・・女女性性   

年 月 日 

採採   用用   年年   月月   日日   令和 年 月 日

受受講講者者のの運運転転経経

験験にに○○印印   

１ 事業用自動車（トラック）の運転経験がない者  

２ 事業用自動車（トラック）の運転から 年以上離れていた者

運運転転免免許許のの種種類類   普通・５トン限定準中型・準中型・８トン限定中型・中型・大型・けん引・（ ）  

所所属属支支部部   県北・日立・水郡線・常陸那珂・水戸・石岡・土浦・県南・水戸線・常総・古河・県西・鹿行  
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＝ 茨城県トラック協会  会員の皆さまへ ＝ 

初任運転者教育が ラーニングで受講できます  
す＜トラックドライバー初任運転者教育のオンライン型学習システムを導入＞

茨城県トラック協会では、従前より参集型の初任運転者特別講習を開催してお

りますが、それに加え、「いつでもどこでも」オンラインで学習し、受講資格を取得

することができる ラーニング（会員限定）を導入しました。会員事業所のパソコン

等から、Ｗｅｂでオンライン受講することができますので是非ともご活用下さい。

 

 
ラーニングの初任運転者講習はパソコン・スマートフォン・タブレット

に対応しており、いつでもどこでもお好きな時間に受講することが出

来ます。※ 環境での受講を推奨いたします。

☆この他、実際にトラックを運転させた安全運転の実技指導（添乗教育
等）が２０時間以上必要となります。 

【その他のメリット】

・会員事業者や受講対象者の都合に合わせて申込み、受講が可能。

・各講座に理解度チェックリストがあり、効果測定後に適切なフォローが可能。

・終了後に指導教育記録簿（修了証）、実車を使用しての指導項目教材一式をメールで送付。

【受講要領】

① 受講料金：無料（会員限定）
② 受講期間：５日間を１枠とし、この５日間に受講完了する。
③ 受講対象：会員事業者の新たに雇い入れた運転者とし、非会員の申込みは受け付けない。
④ 受講人数：１枠につき１事業所２名まで（１枠最大５名まで）とする。
⑤ 申込期限：受講開始日の３日前まで。
⑥ 申込確認：申込み受付完了後、入力頂いたメールアドレスに予約内容の確認メールが自動

配信されます。メールアドレスを間違えて入力しますと確認メールが届きません

ので、良くご確認の上入力願います。

☆お申込みは上記のＱＲコード、または
ホームページのネット予約ページから
バナーをタップ！

スマホ用 QR コード  

国土交通省で定めている「初任運転者に対する特別な指導」の法定義

務は１５時間以上。そのうち１２時間分の座学講座を ラーニングで

受講できます。※実車を用いた指導（３時間）は各社で実施し、記録を残して下さい。
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茨城県貨物自動車運送適正化事業実施機関は、令和７年度貨物自動車運送事業安全性評

価事業（Ｇマーク）の申請受付を７月１日（火）から７月１４日（月）まで行います。

※土日除く 
 
トラック運送事業者の安全対策について、事業所単位における取り組みを評価し、一定

の基準をクリアーした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「令和７年度貨物自

動車運送事業安全性評価事業」（Ｇマーク）の申請受付を実施します。 
 
申請書類の提出は、地方実施機関受付窓口への提出とします。（A 方式・C 方式に限る）

郵送にて提出を希望する場合には、簡易書留など荷物追跡が可能な方法でご送付ください。

（郵送でのご提出の場合、７７月月１１１１日日((金金)) 地地方方実実施施機機関関へへ必必着着ととななりりまますすののででごご注注意意下下

ささいい。。））  
 
茨城県については、６月も日々指導員が待機して、相談会を行います。ご予約は、以下

にある問合せ先までご連絡ください。 
 
 

【問合せ先】 
（一般社団法人）茨城県トラック協会  

適正化事業部実施機関 
電話番号：０２９－３０３－７２０１ 

ＦＡＸ：０２９－３０３―７２０２ 

２２００２２５５年年度度貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業安安全全性性評評価価事事業業

茨茨城城県県でではは、、ＧＧママーークク相相談談会会をを実実施施

新新規規・・更更新新 ６６月月もも相相談談会会をを実実施施ししまますす（（電電話話予予約約制制））

““ＧＧ””の由来は 

Good［良い］Glory「繁栄」の 

頭文字「ＧＧ」を取ったものです。 

認認定定ママーークク『『ＧＧママーークク』』
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─36─

適正化だより適正化だより

○
⑧

○ ③

○

⑥
○ ⑨
○ ②
○ ④

○
⑦

○ ⑤

○ ①

⑩
Ⅶ．運輸安全
      マネジメント

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他

比　率

特　別（支局監査後の改善確認）

個　別（5両未満の霊柩事業者）

合　計

新　規（新規参入）

新　規（新設営業所）

特　別（労基通報による乗務時間調査）

通　常

Ⅴ．労基法等

1.就業規則が制定され、届出されているか。

2.３６協定が締結され、届出されているか。

3.労働時間、休日労働について違法性はないか（運転時間を除く）。

4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適切にされているか。

Ⅵ．法定福利
1.労災保険・雇用保険に加入しているか。

2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

1.運輸安全マネジメントの実施は適切か。

※「重点」の項目は、巡回時において調査する38項目中〇印の9項目です。否がある場合は総合評価が1段階下がる判定となります。
※「評価点」の項目は、太枠の25項目であり、安全性評価事業（Gマーク）の点数で合計40点です。

巡回種別／評価区分 合計

10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。

11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。

12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。

13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

Ⅳ．車両管理等

1.整備管理規程が定められているか。

2.整備管理者が選任され、届出されているか。

3.整備管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適切に行っているか。

5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が
保存されているか。

Ⅲ．運行管理等

1.運行管理規程が定められているか。

2.運行管理者が選任され、届出されているか。

3.運行管理者に所定の講習を受けさせているか。

4.事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。

5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割りが作成され、
休憩時間、睡眠のための時間が適切に管理されているか。

6.過積載による運送を行っていないか。

7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。

8.乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。

Ⅱ．帳票類の
     整備、報告等

1.事故記録が適正に記録され、保存されているか。

2.自動車事故報告書を提出しているか。

3.運転者台帳が適切に記入等され、保存されているか。

4.車両台帳が整備され、適切に記入等されているか。

5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか（本社巡回に限る）。

順位

Ⅰ．事業計画等

1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。

2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。

3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適切か。

5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。

6.届出事項に変更はないか（役員・社員・特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等）
（本社巡回に限る）。

7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

平成２９年４月　適正化巡回指導項目別調査結果

区分
重
点

評
価
点

調　　査　　事　　項
指導
件数

(否)
件数

(否)率

令令和和７７年年 月月 適適正正化化巡巡回回指指導導項項目目別別調調査査結結果果
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第３９回フォークリフト運転競技茨城県大会

　５月１７日（土）、茨城県トラック総合会館において、「第３９回フォークリフト運転競
技茨城県大会」が茨城労働局並びに陸災防本部の後援により開催され、各事業者を代表す
る２１名（一般の部１８名 女性の部３名）の選手が、学科・作業前点検・運転操作の各
競技に日頃の成果を競いました。
　開催にあたり、小倉邦義陸災防茨城県支部長から「日頃の実力を存分に発揮してほしい」
と激励の言葉が選手に送られました。また、茨城労働局の江口勇次労働基準部長より来賓
を代表してご挨拶をいただきました。
　競技の結果、一般の部では、五十嵐祐介選手（山九㈱鹿島支店）が優勝し、準優勝は林
裕太選手（山九㈱鹿島支店）、３位に椎名大樹選手（ロジスティード東日本㈱水戸営業部
水戸営業所）が入賞しました。
　女性の部では、荒原香代選手（日立建機ロジテック㈱）が優勝し、準優勝は菊地寿弥子
選手（日立建機ロジテック㈱）、３位に佐々木久江選手（日本梱包運輸倉庫㈱古河営業所）
が入賞しました。
　五十嵐選手並びに荒原選手には、茨城労働局長表彰も贈られました。誠におめでとうご
ざいました。
　なお、一般の部の五十嵐選手及び椎名選手、女性の部の荒原選手は９月２７日（土）・
２８日（日）に中部トラック総合研修センターで開催される、全国フォークリフト運転競
技大会に茨城県代表として出場することになりました。ご健闘をお祈り申し上げます。

小倉陸災防茨城県支部長

競技風景 競技風景 入賞者記念撮影

大下安全管理士江口茨城労働局労働基準部長
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～～ 講講習習会会にに参参加加すするる方方へへおお願願いい ～～

受受講講者者のの確確認認ののたためめ、、運運転転免免許許証証のの掲掲示示ををおお願願いい

すするるここととががあありりまますす。。

ままたた、、発発熱熱等等のの症症状状ががみみらられれるる場場合合、、受受講講をを見見合合わわ

せせてて下下ささいい。。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会茨城県支部

ＴＥＬ：０２９（３０３）７２０３

ＦＡＸ：０２９（３０３）５０７０

～～ テテーールルゲゲーートトリリフフタターー特特別別教教育育 ～～

「「テテーールルゲゲーートトリリフフタターー特特別別教教育育

イインンスストトララククタターー養養成成講講座座」」
・・ 開開催催日日時時 ８８月月１１９９日日（（火火）） ９９：：００００～～１１５５：：４４００

・・ 開開催催場場所所 茨茨城城県県トトララッックク総総合合会会館館

・・ 参参 加加 費費 会会 員員 ：： ３３５５，，２２００００円円

非非会会員員 ：： ４４５５，，１１００００円円

陸災防だより

お知らせ

茨城県トラック協会人事異動（敬称略）

　《協会新職員》　発令日：令和７年５月１６日付
　  とよだ まさあき
　　豊田　真彰　　適正化事業部指導課主任に採用

　　　　　　　　　  　　この度、茨城県トラック協会適正化事業部指導課主任に採用
　　　　　　　　　　　されました豊田真彰と申します。
　　　　　　　　　　　　前職では、運輸関係の仕事をしていました。会員皆様方のお
　　　　　　　　　　　役に立てるよう精進して参りますので、今後のご指導ご鞭撻の
　　　　　　　　　　　ほどよろしくお願い申し上げます。
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